
 

 

 

 

平 成 27 年 度 

 

八代市議会建設環境委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 

 

 

１．６月定例会付託案件 …………… １ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

平成 2 7 年 6 月 1 5 日（月曜日） 



 

― 1 ― 

 

建設環境委員会会議録 

 

平成２７年６月１５日 月曜日 

  午後 ５時５５分開議 

  午後 ６時３２分閉議（実時間 ３２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５８号・契約の締結について（第六

中学校体育館改築工事） 

１．議案第５９号・契約の締結について（千丁

小学校校舎耐震改修工事（棟番号１外）） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長    太 田 広 則 君 

委  員    大 倉 裕 一 君 

委  員    庄 野 末 藏 君 

委  員    古 嶋 津 義 君 

委  員    前 川 祥 子 君 

委  員    山 本 幸 廣 君 

委  員    幸 村 香代子 君  

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

財務部長       岩 本 博 文 君 

 財務部首席審議員兼 

契約検査課長 

教育部 

教育施設課長    有 馬 健 一 君 

教育施設課副主幹兼 

建築係長 

教育施設課副主幹兼 

設備係長 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

 

（午後 ５時５５分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、定足数

に達しましたので、ただいまから建設環境委員

会を開会いたします。 

本日の委員会に付します案件は、先ほど本会

議で付託されました事件議案２件であります。 

                              

◎議案第５８号・契約の締結について（第六中

学校体育館改築工事） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、事件議

案の審査に入ります。 

まず、議案第５８号・第六中学校体育館改築

工事に係る契約の締結についてを議題とし、説

明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 岩本財務部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。こんにちは。

（「こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部の岩本で

ございます。 

本日、６月定例会が開会されまして、さっそ

く、議案第５８号及び第５９号の契約の締結に

ついての２件について、先議をお願いし、本建

設環境委員会に付託されたところでございます。

初日から、大変お世話になりますが、よろしく

お願いいたします。 

内容は、議案第５８号は第六中学校体育館改

築工事の契約、議案第５９号は千丁小学校校舎

耐震改修工事の契約についてでございます。 

先議をお願いいたしました理由は、第六中学

校体育館改築工事は、国の平成２６年度第１次

補正予算を活用した繰越事業でありますことか

ら、本年度内の事業完了のためには、できる限

り早期着工を図りたいということ、また、千丁

小学校校舎耐震改修工事は、工事が授業の妨げ

にならない夏休みに実施できるよう十分な工事

準備期間を確保する必要があるため、できる限

り早期着工を図りたいという理由からでござい

山 本 洋 治 君 

稲 本 健 一 君 

塩 塚 将 朗 君 
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ます。 

なお、詳細につきましては、工事関係は教育

部の有馬教育施設課長に、契約関係は財務部の

山本契約検査課長に説明いたさせます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、有馬教育施

設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。みなさ

ん、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あり）

教育施設課長の有馬でございます。よろしくお

願いいたします。 

それでは、座らせていただき、御説明させて

いただきます。 

議案書の３３ページをごらんください。 

議案第５８号・契約の締結についてでござい

ます。第六中学校体育館改築工事の工事の概要

について御説明申し上げます。別紙の資料で第

六中学校体育館改築工事に関する資料をごらん

ください。私のほうで、１の工事関係を説明さ

せていただきます。 

まず、１ページをごらんください。 

工事概要を御説明いたします。工事番号、平

成２６年度教施工第４６号、件名、第六中学校

体育館改築工事でございます。工期は、平成２

８年３月１８日までとしております。工事の目

的は、本校体育館は耐震性能が不足すると診断

されたことや老朽化が進んでいること、また、

ほかの学校の体育館と比較して、狭隘なため、

改築を行うものであります。 

新体育館は、工事期間中に既存体育館を利用

できることとプールの渡り廊下を兼用できるこ

とから、学校敷地西側に配置しているとしてお

ります。 

工事の概要は、新体育館の構造、鉄筋コンク

リート造で、梁のみを木造にしております。規

模は、２階建て、延べ床面積約１５９５平方メ

ートル、主要諸室は、１階にアリーナがあり、

バレーボールコート２面、バスケットボールコ

ート２面を確保できます。そのほか、更衣室、

倉庫、トイレ等を配置しており、プールや運動

場利用時に兼用できるよう設計しております。

２階には、トレーニングルームを設置し、柔道

などの武道場として兼用可能となっております。 

既存体育館の規模、構造は、鉄骨造２階建て

で、延べ床面積が６３２平方メートルでござい

ます。昭和４１年３月建設で、４９年を経過し

ております。 

そのほかについては、平成２８年度の計画で

ございまして、既存体育館、柔道場の解体、グ

ラウンド整備、ナイター整備を予定しておりま

す。 

２ページをごらんください。 

配置図でございます。右側のグレーの部分が、

既存の体育館と武道場で、左側の黄色の部分が

新体育館でございます。新体育館左側の青い部

分が渡り廊下で、校舎とプールの動線を確保し

ております。 

次に、３ページをごらんください。 

１階と２階の平面図でございます。黄色の部

分が体育館本体の床で、水色の部分が渡り廊下

となっております。１階にはアリーナ、ステー

ジ、倉庫、更衣室、トイレ等がございます。２

階にはトレーニングルームを設置し、柔道や卓

球などが可能なスペースとなっております。 

次に、４ページをごらんください。 

体育館の断面図でございます。屋根の下にグ

レーの部分が梁でございまして、今までの体育

館では鉄骨を使用しておりましたが、今回は、

地域木材の利用推進を図ることに配慮し、八代

産の木材を活用する予定にしております。 

次に、５ページをごらんください。 

新体育館を南側から見た完成予想図でござい

ます。体育館の奥に校舎がございます。右側が

運動場、手前がテニスコート、左側がプールと

なっております。 
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以上、第六中学校体育館改築工事の工事の部

分の概要説明とさせていただきます。（財務部首

席審議員兼契約検査課長山本洋治君「契約検査

課の山本でございます。工事の概要の説明に引

き続き、入札及び契約に関しまして、着座して

……」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 山本課長、挙手。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） すいません、失礼いたしました。はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本契約検

査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） はい。契約検査課の山本でございます。

工事概要の説明に引き続き、入札及び契約に関

しまして、着座して御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５８号・契約の締結につい

て説明いたします。議案書の３３ページをお願

いいたします。 

 本議案は、第六中学校体育館改築工事にかか

わるもので、契約金額は４億７１６万円で、藤

永組・鶴山建設建設工事共同企業体を相手方と

して、契約を締結するものでございます。予定

価格が１億５０００万円以上の工事請負契約の

締結となりますことから、八代市議会の議決に

付すべき契約に関する条例第２条の規定により、

議会の議決に付するものでございます。 

 先ほど、工事概要の説明で使いました資料の

６ページの制限付一般競争入札公告をお開きく

ださい。 

 本工事につきましては、平成２７年４月８日

に、制限つき一般競争入札を実施する旨を公告

し、入札は、電子入札システムを利用して行っ

ております。本市では、入札の透明性、公正性

及び競争性を確保するため、設計金額が２５０

０万円以上の建設工事につきましては、原則、

制限つき一般競争入札を行うこととしておりま

す。 

次に、中段部分に記載しています、２、競争

入札に参加するものに必要な資格に関する事項

についてでございますが、まず、（１）企業に関

する条件ですが、建設工事共同企業体、いわゆ

るＪＶ方式を採用し、ＪＶ構成員の数は２者又

は３者といたしております。これは、地元業者

の公共工事への参入機会を確保するとともに、

単体企業による施工に比べて、効果的な施工が

確保できると認められる工事内容であり、設計

金額がおおむね２億円以上の建築一式工事であ

って、確実かつ円滑な施工を図るため、技術力

を特に集結する必要があると認められるものに

ついては、本市では、原則ＪＶ発注といたして

おります。 

 次に、ＪＶ構成員に係る条件でございますが、

代表構成員につきましては、平成２７・２８年

度八代市競争入札参加資格における建築一式工

事の格付がＡ級であり、建築一式工事に係る特

定建設業の許可を受けている者としております。

特定建設業の許可を条件としていますのは、建

築一式工事において、下請総額が４５００万円

以上となる場合は、特定建設業の許可を受けて

いることが必要となり、本工事においては、下

請総額が４５００万円以上となることが想定さ

れることから、条件として設定したものでござ

います。 

 代表構成員以外の構成員につきましては、建

築一式工事の許可を受けており、平成２７・２

８年度八代市競争入札参加資格における建築一

式工事の格付がＡ又はＢ級であることを条件と

いたしております。また、すべての構成員が八

代市内に主たる営業所、つまり、本社、本店を

有していること、設計業務等の受託者との関連

及び経営事項審査の審査基準日の期間の各項目

で記載している内容のすべてを満たしているこ

とを条件といたしております。 

 次に、（２）企業の施工実績及び配置予定技術

者に関する条件ですが、７ページをお願いいた
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します。 

 下請総額が４５００万円以上となる場合は、

監理技術者の配置が義務づけられていますこと

から、代表構成員が満たすべき条件に監理技術

者の配置を条件といたしております。 

 監理技術者は、工事の施工管理の職務に加え

て、下請人の指導、監督や、複雑化する工程管

理など、総合的な役割を果たすものでございま

す。 

５の入札日程関係ですが、入札期間を平成２

７年４月９日から４月２７日まで設定し、開札

を４月２８日に行っております。また、６、契

約締結についてでは、議会の議決があった場合

は本契約となる旨を定めた仮契約を請負者と締

結する旨を記載しております。 

次に、８ページの入札結果等をごらんくださ

い。 

入札には６つの建設工事共同企業体が参加し

ております。いずれの建設工事共同企業体も構

成員は２者で、格付がすべてＡ級の事業者でご

ざいます。入札の結果は、予定価格３億８２５

１万１０００円に対し、入札金額３億７７００

万円、落札率９８．５６％で、藤永組・鶴山建

設建設工事共同企業体が落札し、５月１４日に

契約金額４億７１６万円で仮契約を締結いたし

ております。なお、代表構成員は藤永組で、出

資割合は、藤永組に７０％、鶴山建設３０％と

なっております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、質疑を行います。 

質疑ございませんか。ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。工事の内容と入

札のほうと両方お尋ねをしたいんですけど、ま

ず入札のほうから先にお尋ねをしたいというふ

うに思います。 

今回、制限つきの一般競争入札ということで、

入札のほうが行われておりますが、６者、６グ

ループのＪＶで９８．５６％の落札率というこ

とで説明をいただきましたけれども、この件に

関して、制限つき一般競争入札が、きちんと働

いたといいますか、そこに関する評価をどのよ

うに契約検査課としてお持ちなのかというとこ

ろをお聞かせいただければというふうに思いま

す。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本契約検

査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 今回につきましては、先ほど申しました

とおり、制限つき一般競争入札を行っています。

落札率が９８．５６％ということで、この件に

つきましては、大体、予定価格を公表いたして

おります。そういったこともありまして、制限

つき一般競争入札だけでなく、指名競争入札に

つきましても、大体、落札率は大体９７から９

８％ぐらいの状況でございます。そうしたこと

から申しましても、今回、制限つき一般競争入

札を実施したんですけども、基本的には、それ

くらいの落札率ということも、ある程度、ほか

の事例からみても想定できましたし、制限つき

一般競争入札の実施につきましては、問題なか

ったかと思っております。 

以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 工期の件でちょっと、

お尋ねをしたいというふうに思います。 

今、資材不足とか人夫さんといいますか、請

負さんですね、作業員不足、そういったことが

取り上げられておりますけれども、この契約の

ほうで、そのあたりの懸念という部分はどのよ

うな評価をなさっていらっしゃいますか。 
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○教育施設課長（有馬健一君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、有馬教育施

設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。その点

につきましてはですね、建築業界の課題として、

取り上げられているところですけども、今回の

工事につきましてですね、そこらあたりは、十

分クリアできるというふうに、請けれると考え

ております。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。それから、防災

の面から少しお尋ねをしてみたいんですけども。 

体育館のほうが、６０センチぐらいですかね、

上げてあるのがですね。津波とか、その河川の

氾濫とか、そういったことからの、なんていう

んですかね、浸水、そういったところの心配は

大丈夫なんでしょうか。そのあたりを確認をさ

せていただきたいと思います。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、有馬教育施

設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。津波関

係についてですね、少し調べさせていただいて

おります。県が策定した防災計画によりますと、

第六中学校付近のですね、津波による浸水想定

は、深さ１メートル以上２メートル未満という

ところになっております。体育館の１階のフロ

アについてはですね、そこがぎりぎりか、ちょ

っと心配なところがありますので、もし津波を

想定した場合は、体育館の２階だとか、校舎の

ですね、２階、３階に避難していただくという

ことをですね、一応、想定をしております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） せっかくならば、少し

上げてですね、計画するということも考えられ

たんじゃないかなと思うんですけど、そのあた

りはどういう評価をされたんですか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、有馬教育施

設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。基礎の

部分、高くするというところになりますと、ほ

かの――グラウンドからの上がりおりですね、

高低差がかなり生まれるというところと、コス

トのほうもかなり高くなるというところで、現

状の高さでということで設計をしたところでご

ざいます。 

以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。もう一点、すい

ません。今回の体育館につきましては、八代産

材だったですかね。地産地消で地元の木材を使

いたいということでありますけども、非常にい

い取り組みじゃないかなというふうに評価をす

るところです。地元の木材を使うという点で、

確保についてどのよう取り組んでいかれるんで

すか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、有馬教育施

設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。これは、

八代地域木材需要拡大推進協議会という組織が

ございまして、これは森林組合だとか、木材を

取り扱う、そういう業界の方とかがつくられて

いる団体があるんですけども、一応、そういう

ところにですね、御相談しながら、今回、地元

産を使って梁をつくる上でのですね、必要な量

を確保したいということで御相談しながら、そ

れについては十分確保できるというふうなこと

で、一応、回答のほういただいているところで

ございます。 

以上です。（委員大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで
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すか。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、なければ、

以上で質疑を終了します。意見がありましたら

お願いします。 

はい、庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） この既存の体育館ちゅ

うとは１階だけだったでしょう。今度、２階に

なっでしょうが。２階づくりになっですたい、

一部２階の。その場合に、そこまで上がるバリ

アフリーちゅうか、エレベーターとか、なんか

の考えはなかったでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） いえ、意見ですよ。

質疑じゃなくて。 

○委員（庄野末藏君） 意見だけでよかです。

その辺はちょっと考えとって。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。いろいろ疑問の

点を確認させていただきまして、私なりに疑問

点は解消されたというふうには思っております

けれども。ここ数件の契約案件を見てみますと、

追加工事とかですね、予算の追加とか、そうい

ったのが散見される部分がありますので、その

ような点がですね、ない――ないようにといい

ますか、必要なものについては出さなければい

けないというふうには思いますけれども、その

点については、十分注意をされて、工期内でき

ちんと終わるようにですね、取り組みのほうを

進めていただきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

議案第５８号・第六中学校体育館改築工事に

係る契約の締結については、可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は可決されました。 

                              

◎議案第５９号・契約の締結について（千丁小

学校校舎耐震改修工事（棟番号１外）） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５９

号・千丁小学校校舎耐震改修工事（棟番号１外）

に係る契約の締結についてを議題とし、説明を

求めます。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、有馬教育施

設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。それで

は、引き続き御説明申し上げます。 

議案書の３４ページをごらんください。 

議案第５９号・契約の締結について、千丁小

学校校舎耐震改修工事（棟番号１外）でござい

ます、の工事概要について、御説明いたします。 

別紙の資料、千丁小学校校舎耐震改修工事（棟

番号１外）に関する資料をごらんください。私

のほうで１の工事関係を説明させていただきま

す。 

まず、１ページをごらんください。 

工事概要を御説明いたします。工事番号、平

成２７年度教施工第４号、件名、千丁小学校校

舎耐震改修工事（棟番号１外）でございます。

工期は平成２８年３月２５日までとしておりま

す。工事の目的は、昭和３３年、３４年、３５

年度の建設で、耐震診断の結果、大地震時に倒

壊し、又は倒壊する危険性があるＩｓ値が０．

６０、０．４７、０．４７との結果が出たため、

耐震補強工事を行う。また、老朽化が著しいた

め、合わせて、床や天井、トイレなどの内装改

修工事を行うものとしております。 

工事の概要は、校舎等の面積は、４２６３平
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方メートル、構造、階数は鉄筋コンクリート造

３階建てでございます。工事内容は、耐震補強

として、アウトフレーム２２カ所、鉄骨ブレー

ス３カ所、コンクリート壁３カ所が主なもので

す。内部改修として、老朽化が著しい床、天井

等の改修、トイレの改修を合わせて行います。

また、内部改修を行う際、一時的に教室を移動

する必要がありますので、仮設教室を４教室設

置する予定にしております。 

次に２ページをごらんください。 

千丁小学校の配置図でございます。北側にあ

る赤色で塗り潰した部分が、今回、耐震改修を

行う校舎で、その上の青色の部分が仮設校舎で

２階建ての４教室となります。 

 次の３ページをごらんください。 

１階の平面図の上が改修前と下が改修後の図

面でございます。下の改修後の図面に赤線で囲

っている部分が耐震補強を行う部分です。教室

などの外側に横長く４カ所設置してございます

のが、耐震改修①と書いてございます、中ほど

の一覧表にＰＡＣ外フレーム工法と表記してあ

りますが、一般的にアウトフレーム工法と呼ん

でおります。特徴として、校舎の外側に構造体

を設置し、既存校舎の外側に連結させて既存校

舎の補強を行うもので、中の教室などを使用し

ながら、耐震補強工事が行えるメリットがござ

います。 

今回、仮設校舎を４教室分設置しますが、こ

れは、内部改修の床や天井を改修する必要があ

ることから設置するものでございます。 

そのほか、校舎左側にありますオープンルー

ムの耐震改修②の在来鉄骨ブレース補強、その

上の家庭科室にあります耐震改修③のＫＴブレ

ース補強、中央玄関の右側、校長室のまた隣に

なりますけれども保健室の耐震改修④のＲＣ造

の補強壁の増し打ちなどが主なものとなります。 

次の４ページをごらんください。 

２階の平面図で、下の改修部分ですけども、

赤線で囲っている部分が補強部分でございます。

アウトフレームとＲＣ造の補強壁の増し打ちが

主なものでございます。 

次の５ページをごらんください。 

３階の平面図で、赤線で囲っている部分が補

強部分です。同じく、アウトフレームとＲＣ造

の補強壁の増し打ちが主なものでございます。 

次の６ページをごらんください。 

校舎を南側運動場側から見た立面図でござい

ます。下の改修後の図面で赤色で塗り潰してい

るところはアウトフレームを設置する箇所とな

っております。 

次の７ページをごらんください。 

校舎の断面図です。下の改修後の図面で、赤

色で塗り潰しているところが補強部分ですが、

一番左のアウトフレームは、校舎の外側に柱を

立てて、既存校舎に連結して補強している構造

となっております。この連結する工事が校舎全

体に振動や騒音を発生することから、夏休みに

この工事を予定しているところでございます。

鉄骨ブレースについては、２種類のものを採用

して補強する構造となっております。 

以上、千丁小学校校舎耐震改修工事（棟番号

１外）の工事の概要説明とさせていただきます。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本契約検

査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 工事概要の説明に引き続き、入札及び契

約に関しまして、御説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号・契約の締結につい

て、説明いたします。議案書の３４ページをお

願いいたします。 

 本議案は、千丁小学校校舎耐震改修工事（棟

番号１外）にかかわるもので、契約金額は３億

１３２０万円で、和久田建設・豊岡組建設工事
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共同企業体を相手方として契約を締結するもの

でございます。 

 予定価格が１億５０００万円以上の工事請負

契約の締結となりますことから、八代市議会の

議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定

により議会の議決に付するものでございます。 

 先ほど、工事概要の説明で使いました資料の

８ページの制限付一般競争入札公告をお願いい

たします。 

 本工事につきましては、平成２７年５月１日

に、制限つき一般競争入札を実施する旨を公告

し、入札は電子入札システムを利用して行って

おります。２５００万円以上の建設工事につき

ましては原則、制限つき一般競争入札を行うこ

とといたしております。 

 次に、中段部分に記載しております２．競争

入札に参加する者に必要な資格に関する事項に

ついてでございますが、（１）企業に関する条件

ですが、建設工事共同企業体、いわゆるＪＶ方

式を採用し、ＪＶ構成員の数は２者又は３者と

いたしております。 

 次に、ＪＶ構成員に係る条件でございますが、

代表構成員につきましては、平成２７・２８年

度八代市競争入札参加資格における建築一式工

事の格付がＡ級であり、建築一式工事に係る特

定建設業の許可を受けている者といたしており

ます。代表構成員以外の構成員につきましては、

建築一式工事の許可を受けており、建築一式工

事の格付がＡ又はＢ級であることを条件といた

しております。また、すべての構成員が、八代

市内に主たる営業所、つまり、本社、本店を有

していること、設計業務等の受託者との関連及

び経営事項審査の審査基準日の期間の各項目で

記載している内容のすべてを満たしていること

も条件といたしております。 

 次に、（２）企業の施工実績及び配置予定技術

者に関する条件ですが、９ページをお願いいた

します。 

本案件につきましても、下請総額が４５００

万円以上となることが想定されますので、監理

技術者の配置が義務づけられていますことから、

代表構成員が満たすべき条件に監理技術者の配

置を条件といたしております。 

 次に、５．日程関係ですが、入札期間を平成

２７年５月７日から５月２５日まで設定し、開

札を５月２６日に行っております。 

 また、６．契約締結についてでは、議会の議

決があった場合は本契約となる旨を定めた仮契

約を請負者と締結する旨を記載しています。 

次に、１０ページの入札結果等をごらんくだ

さい。 

入札には、４つの建設工事共同企業体が参加

しております。いずれの建設工事共同企業体も

構成員は２者で、格付が全てＡ級の事業者でご

ざいます。 

 入札の結果は、予定価格２億９２５２万８千

円に対し、入札金額２億９０００万円、落札率

９９．１４％で、和久田建設・豊岡組建設工事

共同企業体が落札し、６月４日に契約金額３億

１３２０万円で仮契約を締結いたしております。

なお、代表構成員は和久田建設で、出資割合は、

和久田建設６５％、豊岡組３５％となっており

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。こちらの件につ

きましても、入札の落札率が９９．１４％、制

限つきの一般競争入札ですけども、先ほどの落

札率より非常に高いんですけども、このあたり、

どのような評価をなさってるかということを確

認をさせていただきたいと思います。 



 

― 9 ― 

 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本契約検

査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） はい。落札率につきましては、先ほどの

案件よりも少し、確かに（聴取不能）ますし、

１００％に近い落札率でございます。ただ、こ

の件につきましても予定価格は公表しておりま

すという状況もございますし、落札率が高いと

いうこともございますけども、制限つき一般競

争入札を行ったということ自体は問題なかった

かと思っております。 

以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。この耐震補強を

する工法については、何か特殊性とか、そうい

ったのはないんでしょうか。この工法を採用す

るに当たって、資格を持っていなければならな

いっていいますか、その持ってる企業がこれだ

けだったとか、そういうことはないんですね。 

○委員長（成松由紀夫君） アウトフレーム工

法について、誰か。 

はい、稲本教育施設課副主幹兼建築係長。 

○教育施設課副主幹兼建築係長（稲本健一君）

はい。アウトフレームなんですけれども、アウ

トフレームのほうは、方法は特殊工法になりま

す。工法が何種類か選択があったんですけども、

一番安価な工法のほうを採用しております。施

工業者については、専門の責任施工になってお

りますので、大体、メーカーなんですけども３

者ほどあったかと思われます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。その工法は、市

内のＡ級の業者さんであれば、どこの業者さん

でも施工はできるという認識といいますか、で

よろしいでしょうか。 

○教育施設課副主幹兼建築係長（稲本健一君）

委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、稲本建築係

長。 

○教育施設課副主幹兼建築係長（稲本健一君）

工法なんですけれども、例えば、元請――今度、

今、契約承認をされたところの元請さんで、今

度は下請という業者になるんですけども、下請

がその工法を持っとられる工法で、メーカーが

入ってくるという形になります。元請さんが、

例えばどこのＪＶであっても、下請さんのほう

をそこの専門業者に頼まれれば、どこの施工業

者でも採用できるということになっております。 

以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。別件になります

が、中の施設――トイレなんですけども、図面

を見てみますと、すべて洋式トイレに変更にな

っているように見受けられますけども、洋式に

対してアレルギーをお持ちのお子さんも生徒さ

んもいらっしゃるんじゃないかなというふうな、

ちょっと懸念もするんですけども、そのあたり、

すべて変えるんではなくて、和式を一施設二施

設、ちょっと残しながら、あとは洋式化ってい

うことも考えられるんではないかなというふう

に思いますが、そのあたりは、どのような確認

をされて、考えで、すべて洋式化というふうに

されたんでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、トイレの洋

式。 

○教育施設課副主幹兼設備係長（塩塚将朗君）

はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、塩塚教育施

設課副主幹兼設備係長。 
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○教育施設課副主幹兼設備係長（塩塚将朗君）

教育施設課の塩塚でございます。よろしくお願

いします。 

委員お尋ねのトイレの洋式化につきましては、

八代市内の学校は、ほとんどが和式トイレとい

うことでございまして、今回、新たに千丁小も

内部の耐震改修に合わせて、市としましてはで

きる限り和式を洋式化していきたいと思いで洋

式化に至ったところでございます。ただ、ほか

の、千丁小学校内のですね、例えば、体育館で

ございますとか、そういったところにつきまし

ては、まだ和式が残っておりますので、和式を、

――仮におっしゃいましたようにアレルギーで

使用ができないというお子様に対しましては、

体育館をお使いになっていただければなと思っ

ております。ただ、全国的にもですね、洋式化

というのは、避けて通れないというふうに我々

も考えておりますので、１００％とはいかない

にしても、施設内でできる限り洋式化を進めて

いきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。意見がありましたらお願い

します。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 工事の概要、有馬課長

説明、目的等についての説明いただき、これに

ついて御理解したいと思います。入札契約につ

いてもですね、山本課長から説明ありました。

いろいろと今、大倉委員から出とりますけども、

わたくしは理解をいたします。その中で、一番

大事なのは、やはり小学校、中学校、――中学

校についてはですね、六中の体育館についても

ですね、安全面をやはり、業者に対してはです

ね、徹底したですね、指導をしておいていただ

きたいと、そういうのを思いますので、よろし

く指導してください。よろしくお願いしておき

ます。 

以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ありがとう

ございます。 

はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今のちょっと関連です

が、この校舎とですね、今度、仮設の校舎と近

いようでありますので、施工業者に十分に、子

供たちのけがなどないように注意をしていただ

きたいと、意見として申し上げておきます。 

○委員長（成松由紀夫君）はい、安全確保につ

いて、よろしくお願いします。ほかにございま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。六中の体育館建

設と同じ意見をつけさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしくお

願いいたします。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

議案第５９号・千丁小学校校舎耐震改修工事

（棟番号１外）に係る契約の締結については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は可決されました。 

以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

お諮りいたします。 

委員会報告書及び委員長報告の作成について
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は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

これをもちまして、建設環境委員会を散会い

たします。お疲れ様でした。 

（午後 ６時３２分 閉会） 
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